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(１) 利用料金 

当事業所の利用料は、右記の表のとおりで、自己負担額は当該サービスに要した費用の百

分の十です。ただし、ご本人の負担上限月額の範囲内において受領するものとします。 

 

 (２) その他の料金 

ご利用者個人に要した教材費等が発生した場合は、その都度実費をご本人にご負担いた

だくことがあります。 

 

(３) 利用料の変更 

地域生活支援事業の給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご本人の負担

額を変更させていただきます。 


